
京都大学基礎物理学研究所 ･数理解析研究所

共同利用研究者宿泊所利円内痩 (秦)

第 1粂 京都大学基礎物理学研究所 ･'数理賂析研究所 ･共同利用研究者宿泊所

(以下 ｢宿泊所十 とい う｡ )は,当該研究所の非常琴研究.員お よびその他

基礎物理学研究所長または数理解析研究所長が必要 と認めた者にかぎり利

用 し得 る･､もの とす る｡

第 台粂 '宿泊所 を利用しようとす る者は,;所定の利用許可申請書に必要事項 を

記 入の うえ,その者が主 として研究に従事す る葦 1条のいずれかの研究所

の共同利用事務室を経由して基礎物理学研究所長 (以下 ｢所長｣という｡)

に､提出しなければな らない ｡

ときは,当該申請者に利用を許可す る｡

第 4粂 利用を許可された者 (以下 ｢利用者｣とい う｡)は◆,宿泊所管理人の

指示を受けて利用す る｡

第 5粂 利用者は.別に定め る料金を指定の期限内に納めなければならない｡

2. 既納の料金は返付 しない｡

第 6条 利用者の遵守事項 ･共同利用方法等についてめ利用者 の心得 る7-<き事

項お よび この内規の実施E,=ついて必要 な事項は,別に定め る｡

第 7粂 宿泊所 に関す る事務は,基礎物理享研究所において処理す るO

附 則 ･

この内規は,昭和 年 月 日か ら施行す る｡

基研数研共同利用研究員宿舎利用手続き (基研案)

1969｡6.4

1 利用希望の情報交換

両研究所は,それぞれの研究計画が決 ったときに,宿舎利用の希望 を,相
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